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環境政策の種類

 環境問題を是正するために、様々な政策が利用
されている。

 これらの政策のうち、この講義では、①環境税、
②排出権取引、③直接規制、④補助金政策に
着目をする。

 通常、経済学者は、①環境税と②排出権取引の
利用をすすめるが、それらの理由について紹介
をする。
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ピグー税

 ピグー（1920）は、『厚生経済学』において、「あ
る種の産業活動は企業がその真の費用をすべ
て負担しないために最適水準を越えて拡張する
ので、政府がその真の費用と私的費用の乖離を
埋めるべく課税すべきである」と主張した。
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ピグー税の考え方

生産量

価
格
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*
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課税後の私的限
界費用

QP
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ピグー税の効率性と問題点

 汚染物質の効率的な削減

 行政当局はピグー税を課し、企業の生産費用を変化させ企業
に社会的に最適な生産水準を選択させることができる。

 社会厚生の最大化（参入退出条件の最適化）

 また、ピグー税を課すと企業の利潤から外部費用を適切に差し
引くこととなるので、産業部門全体の参入退出条件も最適化す
ることもできる。

 ピグー税の問題点

 しかし、ピグーの提案に従い社会厚生を最大化するためには、
社会的限界費用曲線を推計する必要がある。
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どうして環境税の利用が奨励され
るのか？

 社会厚生の最大化が困難であるにも係らず、経
済学者がどうして環境税を用いた環境対策が有
効であると考えるのだろうか。

 経済学者が環境対策に環境税の利用をすすめ
るのは環境税を利用すると効率的に汚染物質
の削減をできるからである。
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ボーモル・オーツ税

 環境税を利用し、ピグー税が想定するような社
会厚生の最大化は望まない。

 しかし、汚染物質の削減費用をなるべく安くする
ため環境税を利用する。

 効率的な汚染物質の削減のために利用される
環境税を提唱者にちなんでボーモル・オーツ税
とよぶことがある。

 以下、そのメカニズムを紹介しよう。
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表記について

 排出量

 企業１の排出量 ＝ e1

 企業２の排出量 ＝ e2

 総排出量 ＝ E ＝ e1＋ e2

 汚染物質の限界削減費用（汚染物質を1単位削
減するための費用）

 企業１の限界削減費用 ＝ MC1

 企業２の限界削減費用 ＝ MC2



3

2016/9/27 環境経済学１ 松本茂 9

限界削減費用曲線

e1 e2

MC1 MC2

e1A e2A

MC1A MC2A

企業１ 企業２

排出量が多い段階での削減は安価だが、
排出量が少なくなった段階での削減は高
価になるので、限界削減費用曲線が右下
がりになる。

削減費用曲線
の形状が異な
るのは2企業

の生産条件が
違うから
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環境税の影響

 環境税が課されると、企業には2つの選択肢が
用意されることとなる。

1. 汚染物質を排出して環境税を負担する。

2. 環境対策を実施し汚染物質を削減する。

 汚染物質の削減費用は排出量に応じて異なる
が、企業は汚染物質を1単位排出する時に負

担しなければならない環境税の金額と汚染物
質を1単位削減するために必要となる限界削減
費用が一致する水準に排出量を調整する。
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環境税の影響

e1 e2

MC1 MC2

e1A e2A

t

e1* e2*

MC1（e1*）＝ MC2 (e2*)＝ ｔ

企業１ 企業２
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環境税が課された時の均衡条件

 環境税が課されると、2企業の限界削減費用は
一致する。

 MC1＝ MC2 ＝ ｔ

 排出源がn個ある場合でも、全ての排出源の限
界削減費用が同じになる。

 MC1＝ MC2 ＝ - - - ＝ MCn ＝ｔ

 どの排出源も汚染物質を1単位削減するために
同じ費用を負担することとなる。
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環境税の影響

e1 e2

MC1 MC2

e1A e2A

t

e1* e2*

企業１ 企業２
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企業の環境対策費用

この2つの面積を合計し

たものが、汚染物質を
削減するための総費用
となる。

企業１の
削減費
用

企業２の
削減費
用
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汚染物質の削減の便益と費用

 社会が享受できる便益の大きさは汚染物質の
総削減量による。
 先の例
 課税前： e1A ＋e2A ＝ EA

 課税後： e1* ＋e2* ＝ E*

 汚染物質の総削減量： ΔE ＝EA － E*

 環境対策の費用は、全汚染源が負担する削減
費用を合計したものとなる。
 先の例
 赤い台形の面積の合計
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汚染削減量の調整

e1 e2

MC1 MC2

e1A e2A

t

e1* e2*

企業１ 企業２

tH
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環境税の利用状況

 環境税などの課徴金を課して汚染物質の排出
者にその外部費用を負担させるという方法は近
年では多くの国々で利用されている。

 OECD（1999）はアンケート調査を実施し、加盟
国が汚染物質の制御と天然資源の管理にどの
ような経済的手法を利用しているか調査結果を
公表しているが、殆どの加盟国が何らかの課徴
金制度を利用している。

 中でも、大気汚染物質に対する課徴金制度は普
及している。
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二酸化硫黄（SO2）

 日本の公害健康被害補償法でも、予め指定され
た固定発生源（発電所等）に対して二酸化硫黄
の排出量に応じた汚染負荷量賦課金が徴収さ
れている。

 公害が酷かった時期に発生した公害患者の救
済を目的にしたものであり、汚染物質の削減を
第一義的な目的としたものではない。

 また、小規模な排出源は対象となっていない。

環境省
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二酸化炭素（CO2）に対する環境税

 温暖化対策を目的に1990年代に北欧諸国で導入され、
2008年現在では数多くのヨーロッパ諸国で利用されて
いる。

 現在では温暖化対策を目的とした化石燃料に対する税
が環境税の代名詞となっている。

 しかし、エネルギー効率性の視点から考えると極めて非
効率な石炭利用に対し減免措置がとられ、自国の国際
競争力を維持するためCO2の大きな発生源である産業

に対し大幅な減免措置がとられており、温暖化対策に
は歪みをもたらしているとの指摘がある。
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二重の配当とは

 環境税を導入することにより、既存の税を減税
することが可能となる。
 実際、環境税を導入した国の多くは、社会保障関連

の税金の減税とセットで環境税を導入している。

 環境税を導入するかわりに既存の税を減税する
措置を緑の税制改革 とよぶ。
 環境税を導入すれば、環境を改善できるだけでなく、

必要な財政をまかなうことが出来るようになるため、
一粒で二度美味しい思いができる。これを環境税の
二重の配当とよぶ。

 応用一般均衡分析（Computed General 
Equilibrium Analysis）という、経済モデルとデー
タを組み合わせたシミュレーション分析 を利用し
、環境税が経済にどの様な影響を与えるかが分
析されてきた。

環境税の影響評価

 代表的家計が、消費、貯蓄、労働供給を行い。
財を消費する。

 競争的な企業が生産活動を行う。

 家計がどの様な財を消費しているか、企業がど
の様な財を生産しているかを調べるため、産業
連関表などからデータを収集する。

 分析際しては生産関数と消費関数を特定化する
。

 税制の影響などをシミュレーションによって求め
る。

CGE
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二重の配当は可能か

 課税は、資源の相対価格を変化させるため、経済活動
に歪みをもたらす。

 環境税を導入して社会保障関連の税を減税する緑の税
制改革を実施することにより、そうした税の歪みを減ら
すことができるだろうか。

 もし、税の歪みを減らすことが出来るなら、緑の税制改
革を通して社会厚生を向上させることが可能となる。

 社会厚生を向上できる場合、強い意味での二重の配当
が得られる。

 1990年代に応用一般均衡モデルを利用して検証が行
われたが、そうした二重の配当は得られそうにないとの
結果が導かれている。
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環境税への反対意見

 （社）日本経済団体連合会（2003年11月18日）

1. 「環境税」は本格的な景気回復に水を差し、産業活動
の足枷となる。

2. 国内空洞化を促進する一方で地球の温暖化をかえっ
て進行させる。

3. エネルギー課税は既に過重である。

4. 自主的取り組みを尊重し、実効ある民生対策に取り組
むべきである。

5. 全ての国が参加できる新たな枠組が不可欠である。

出所： 石油
石油化学製品製造用のナフサ、灯
油 軽油 農林漁業用Ａ重油につ
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平成24年度 環境省税制改正要望
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地球温暖化対策税（2012年10月1日導入）
導入方法

• 3年半かけて段階的に税率を上げる。
• 税収（初年度389億円、平年度2623億円）はエネルギー起源

のCO2排出抑制施策に充当

出典： 環境省地球温暖化対策の
ための税の導入 （2012）
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地球温暖化対策税（2012年10月1日導入）
予想されている家計負担

• 平年度の平均世帯の負担額は、月100円程度、年1200円程
度を予想

出典： 環境省地球温暖化対策の
ための税の導入 （2012）
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地球温暖化対策税（2012年10月1日導入）
期待されているCO2削減効果

• エネルギー価格
上昇によるCO２

排出抑制効果
が0.2%

• 税収を省エネ投
資に用いて、省
エネ化が進むこ
とによる財源効
果が0.4～2.1％

と予想

出典： 環境省地球温暖化対策の
ための税の導入 （2012）


